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札幌市の耐震改修に関する補助制度

１．多数の者が利用する建築物等の予備調査・耐震診断・耐震設計費用補助

■補助事業の概要

旧耐震基準により建築した鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造で、学校施設、

児童福祉施設、老人福祉施設、医療施設、共同住宅の建築物、地震時に通行を確保すべき道路沿

道の建築物、収容避難場所、要緊急安全確認大規模建築物の予備調査や耐震診断、耐震設計をす

る時の費用の一部を札幌市が補助

■補助率と補助限度額

予備調査や耐震診断、耐震設計に要した費用（消費税相当額を除く。）として建築士事務所に支払

った金額の３分の２を補助

ただし、予備調査は１棟当たり１２万円を、耐震診断は１棟当たり１５０万円を、耐震設計は１

棟当たり５００万円を補助の限度額

なお、予備調査や耐震診断、耐震設計を行うために必要となる図面の復元費用や構造体の試験費

用など、一部の費用については補助対象外

２．多数の者が利用する建築物等の耐震改修工事費用補助

■補助事業の概要

旧耐震基準により建築した鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造で、学校施設、

児童福祉施設、老人福祉施設、医療施設、共同住宅の建築物、地震時に通行を確保すべき道路沿

道の建築物、収容避難場所、要緊急安全確認大規模建築物が耐震診断の結果、倒壊の危険がある

と判断された建築物の耐震改修工事にかかる費用の一部を札幌市が補助

■補助率と補助限度額

補助限度額は、次の１．と２．の何れか小さい額に２３％を乗じて得た額

１．耐震改修工事に要した費用（消費税等相当額を除く。）として、耐震改修工事を請け負った建

設業者及び工事監理を行った建築事務所に支払った額

２．棟の延べ床面積（㎡）に、４８，７００円を乗じた額

３．札幌市の担当窓口
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